
 

第３５号議案 

 

 

府中市市税条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和 ２ 年 ６ 月 ５ 日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴い、所要の改正を行う

ものであります。 
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   府中市市税条例の一部を改正する条例 

 

（府中市市税条例の一部改正） 

第１条 府中市市税条例（昭和２９年５月府中市条例第１４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２４条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 

  第３５条の２中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を「寡

婦控除額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。 

  第３７条の２第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条の

２第４項」に改める。 

  第５３条中第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５項を第６項とし、

第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行つてもなお固定資産の所有者の存

在が不明である場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有

者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課するこ

とができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あ

らかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。 

  第６９条の３の次に次の１条を加える。 

（現所有者の申告） 

 第６９条の４ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下

この条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知つた日の翌日か

ら３月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出し

なければならない。 

  (1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人と

の関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者に

あつては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係） 

  (2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋

補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合におけ

る当該個人の住所及び氏名 
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  (3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

  第７０条第１項中「又は」を「若しくは」に、「によつて」を「により、又は

現所有者が前条の規定により」に、「においては」を「には」に改める。 

  第８６条第２項に次のただし書を加える。 

   ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定

については、当該葉巻たばこの１本をもつて紙巻たばこの０．７本に換算す

るものとする。 

  第８６条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規定

する葉巻たばこを除く。）」を加える。 

  第１１６条第６項中「第５３条第６項」を「第５３条第７項」に改める。 

  付則第１条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例

基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定す

る平均貸付割合をいう。次項において同じ。）」に、「この条において同じ」を「こ

の項において同じ」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適用年」と

いう。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合

に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第２項中「特例基準割合適用年

中」を「各年の平均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合が年

７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基準割

合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算した割合と」に改

める。 

  付則第２条第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。 

  付則第８条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第２項第６号」

を「附則第１５条第２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項

中「附則第１５条第３３項第１号イ」を「附則第１５条第３０項第１号イ」に

改め、同項を同条第３項とし、同条第５項中「附則第１５条第３３項第１号ロ」

を「附則第１５条第３０項第１号ロ」に改め、同項を同条第４項とし、同条第

６項を削り、同条第７項中「附則第１５条第３３項第１号ニ」を「附則第１５

条第３０項第１号ハ」に改め、同項を同条第５項とし、同条第８項中「附則第

１５条第３３項第１号ホ」を「附則第１５条第３０項第１号ニ」に改め、同項
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を同条第６項とし、同条第９項中「附則第１５条第３３項第２号イ」を「附則

第１５条第３０項第２号イ」に、「第４項」を「第３項」に改め、同項を同条第

７項とし、同条第１０項中「附則第１５条第３３項第２号ロ」を「附則第１５

条第３０項第２号ロ」に、「第５項」を「第４項」に改め、同項を同条第８項と

し、同項の次に次の１項を加える。 

 ９ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する水力を電気に変換する特定再

生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗

じる条例で定める割合は、４分の３とする。 

  付則第８条の２第１１項中「附則第１５条第３３項第３号イ」を「附則第 

 １５条第３０項第３号イ」に、「第６項」を「前項」に改め、同項を同条第１０

項とし、同条第１２項中「附則第１５条第３３項第３号ロ」を「附則第１５条

第３０項第３号ロ」に、「第７項」を「第５項」に改め、同項を同条第１１項と

し、同条第１３項中「附則第１５条第３３項第３号ハ」を「附則第１５条第 

 ３０項第３号ハ」に、「第８項」を「第６項」に改め、同項を同条第１２項とし、

同条第１４項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第３８項」に改め、

同項を同条第１３項とし、同条第１５項中「附則第１５条第４５項」を「附則

第１５条第３９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項中「附則

第１５条第４７項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同項を同条第１５項

とする。 

  付則第１５条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１

項」を加える。 

  付則第１５条の２第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。 

第２条 府中市市税条例の一部を次のように改正する。 

  第１９条中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に」を「第 

 ３２１条の８第３４項及び第３５項の申告書に」に、「においては」を「には」

に改め、同条第４号中「によつて」を「により」に改め、同条第５号中「、第

４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同条第６号中「第３２１条の

８第２２項及び第２３項」を「第３２１条の８第３４項及び第３５項」に改め

る。 
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  第２０条中「及び第４項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。 

  第２３条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第３２条第

２項の表第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第３２条第２項の表

の第１号」を「同号」に、「第４７条第１０項から第１２項まで」を「第４７条

第９項から第１６項まで」に改める。 

  第３２条第２項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第 

 ２９２条第１項第４号の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業

年度開始の日から６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の

算定期間又は同項第４号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項第３号」に

改める。 

  第４７条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第３１

項、第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を「第９

項、第１０項及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」を「第３１

項及び第３５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３項」を「第

２項後段」に改め、同条第２項中「第６６条の７第５項及び第１１項又は第 

６８条の９１第４項及び第１０項」を「第６６条の７第４項及び第１０項」に、

「第３２１条の８第２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め、同条第３

項中「第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の３第４項及

び第１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第９項」に、「第３２１条の８第

２５項」を「第３２１条の８第３７項」に改め、同条第４項中「第３２１条の

８第２６項」を「第３２１条の８第３８項」に改め、同条第５項中「第３２１

条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「同条第２１項」を「同条

第３３項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３

項」を「同条第３５項」に改め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」を「又

は第３１項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３２１条の８第

２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第７項中「第３２１条の

８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「、第４項又は第１９項」を「又

は第３１項」に改め、同項第２号中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１

条の８第３５項」に改め、同条第９項を削り、同条第１０項中「第３２１条の
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８第４２項」を「第３２１条の８第５２項」に、「同条第４２項」を「同条第 

５２項」に、「第１２項」を「第１１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条

第１１項を同条第１０項とし、同条第１２項中「第１０項」を「第９項」に改

め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「第１０項の内国法人」を「第

９項の内国法人」に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の５第２項」に、「第

１０項の申告」を「同項の申告」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第 

１４項を同条第１３項とし、同条第１５項中「第１３項」を「第１２項」に、

「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項中

「第１３項前段」を「第１２項前段」に、「第３２１条の８第５１項」を「第 

３２１条の８第６１項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第 

１５項とし、同条第１７項中「第１３項後段」を「第１２項後段」に、「第１５

項」を「第１４項」に、「第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の

２４の３第２項において準用する場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若し

くは第６項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項とする。 

  第４９条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第

２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改

め、同条第３項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、「（同

条第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合に

は、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第

２条第１２号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）

若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提

出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号において

同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」

に改める。 

  第５１条第４項から第６項までを削る。 

  第８６条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７本」

を「１本」に改める。 

  付則第１条の２第２項及び付則第２条第１項中「及び第４項」を削る。 

   付 則 
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 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中府中市市税条例第８６条第２項にただし書を加える改正規定及び

同条第４項の改正規定並びに付則第６条の規定 令和２年１０月１日 

 (2) 第１条中府中市市税条例第２４条第１項第２号、第３５条の２、第３７条

の２第１項ただし書の改正規定並びに同条例付則第１条の２、第２条第１項、

第１５条第１項及び第１５条の２第３項の改正規定並びに次条及び付則第３

条の規定 令和３年１月１日 

 (3) 第２条中府中市市税条例第８６条第２項ただし書の改正規定及び付則第７

条の規定 令和３年１０月１日 

 (4) 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び付則第４条の規定 令和４年

４月１日 

 （延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の府中市市税条例（以下「新条例」という。）

付則第１条の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対

応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、な

お従前の例による。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第２４条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第３５条の２及び

第３７条の２第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用し、令和２年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３７条の２

第１項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とある

のは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律

（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）

第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１４条の２第３項の規定

に該当するものに限る。）又は旧法第２９２条第１項第１２号に規定する寡夫で

ある第２３条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）」とする。 
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第４条 付則第１条第４号に掲げる改正後の府中市市税条例の規定中法人の市民

税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「４号

施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する法律

（令和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正

規定に限る。）による改正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号。以下この条

において「４年旧法人税法」という。）第２条第１２号の７に規定する連結子法

人（次項において「連結子法人」という。）の連結親法人事業年度（４年旧法人

税法第１５条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において

同じ。）が４号施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の市民税につい

て適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号

施行日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開

始した連結事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事業

年度をいう。以下この項において同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が

４号施行日前に開始した連結事業年度を含む。）分の法人の市民税については、

なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分

は、令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分まで

の固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第５３条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用する。 

３ 新条例第６９条の４の規定は、この条例の施行の日以後に、同条に規定する

現所有者であることを知った者について適用する。 

４ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税法

等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の

地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第

１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 
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５ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧

法附則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して

課する固定資産税については、なお従前の例による。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 付則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきで

あった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第７条 付則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきで

あった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

  


